
令和２年１０月１６日（金） １３：００～１７：３０

場所：神戸ポートピアホテル ポートピアホール

※参加費無料、2020年5月頃より申込み受付開始予定

現在、日本各地で成年後見制度利用促進法に基づき、成年後見センターの立ち上げが

行われ、また行われようとしています。しかし、地域で生活する高齢者、障害者の権利擁護
において、成年後見制度は１つの手段にすぎず、真の権利擁護のために必要なものはそ
れにとどまりません。実際に関係機関が対応に苦慮しているのは虐待を始めとする困難な
ケースも含めた総合的な相談及び支援です。

そこで、この度は、すでに総合的な相談及び支援を実践している自治体、社会福祉協議
会、ＮＰＯ法人等の団体の関係者から実践事例の報告を受け、中核機関設立のための具
体的方策のための手法を学び、もって、地域における高齢者及び障害者の権利擁護を実
現するための一助としたいと私たちは考えています。
当日は、各地での実践に対するアンケート結果の報告及び分析、基調講演、有意義な

実践を行っている地域からの実践報告並びにパネルディスカッションを予定しております。

主催：日本弁護士連合会・近畿弁護士会連合会・兵庫県弁護士会


